
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。
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津市選挙管理委員会告示

津市選挙投票区の一部の改正

津市上下水道事業公告

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札の執行

動産に係る公売公告兼見積価額公告

ボートレース津場内接客サービス業務の公募型プロポーザルの実施

地域計画の策定

津市公告

津市農業振興地域整備計画の軽微な変更

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札の執行

令和５年１２月分津市農用地利用集積計画の決定
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津市告示第１号 

下記の者の令和５年度後期高齢者医療保険料納入通知書は、住所居所不明の

ため送達することができないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年１月４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇

〇〇〇〇〇 

〇〇〇 〇〇 

 



津市告示第２号 

 下記の者の差押調書謄本、配当計算書謄本及び債権差押解除通知書は、住所 

及び居所が明らかでなく送達することができないので、地方税法（昭和２５年 

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年１月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇〇〇 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇 〇 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 配当計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 配当計算書謄本及び債

権差押解除通知書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 配当計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

   



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇 〇

〇〇〇 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 〇〇〇〇 差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇

〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 

差押調書謄本及び配当

計算書謄本 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第３号 

 下記の者の市民税県民税督促状は、住所及び居所が明らかでなく送達するこ 

とができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規 

定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年１月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇 令和４年度市民税県民

税督促状第４期 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第４号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和６年１月１０日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

久居井戸山町地内 １ 令和５年８月８日 

戸木町地内 １ 令和５年９月１９日 

久居万町地内 １ 令和５年１０月２６日 

観音寺町地内 １ 令和５年１２月５日 

ポルタひさい公共自転車等駐車場 ８ 令和５年１２月８日 

久居烏木町地内 １ 令和５年１２月１０日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ９ 令和５年１２月１４日 

津新町駅北公共自転車等駐車場 ７ 令和５年１２月２２日 

津新町駅南第二公共自転車等駐車場 １２ 令和５年１２月２２日 

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 １０ 令和５年１２月２２日 

阿漕駅前公共自転車等駐車場 １６ 令和５年１２月２２日 

高茶屋駅南公共自転車等駐車場 ７ 令和５年１２月２２日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第５号 

 下記の者の国民健康保険料差押調書謄本は、住所居所不明のため送達するこ

とができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条に

おいて準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定に

より公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年１月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 差押調書謄本 

 



津市告示第６号 

 下記の者の令和５年度市民税・県民税納税通知書等は、住所居所不明のため

送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和６年１月１２日       

  

津市長 前 葉 泰 幸    

  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 

〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 

〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇 〇〇〇 

〇〇 〇〇〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇〇〇〇〇 

〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 〇〇 

〇 〇〇〇 〇〇〇 

〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 

〇〇 〇〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇 〇〇 

〇 〇〇〇〇〇 

令和５年度（令和３年度

分）市民税・県民税納税

通知書（過年随時） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 〇〇〇〇〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇 〇 

〇〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇 〇〇〇 

〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 

〇〇 〇〇〇〇〇〇 

〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 

〇 〇〇〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇  〇〇〇〇〇 〇〇〇 

〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇 

令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 令和５年度市民税・県民



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇  〇〇 〇〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇 

〇〇 〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 令和５年度市民税・県民

税納税通知書（第４期） 

 



津市告示第７号 

 三重県屋外広告物条例（昭和４１年三重県条例第４５号）第１９条の２第１

項の規定により、次のとおり広告物を保管したので、同条第２項の規定により

告示する。 

令和６年１月１２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 保管した広告物を除却した日 

  令和５年１２月２７日 

２ 保管した広告物の放置されていた場所 

  津市鳥居町１０番１４地先市道栄町観音寺町線沿線及び市道鳥居町第１２

号線沿線 

津市島崎町交差点地先市道津駅前線沿線 

津市修成町１番２６地先市道阿漕浦野田線沿線 

津市幸町地内市道御山荘橋岩田線沿線 

３ 保管した広告物の名称又は種類及び数量 

  立て看板 １７基 

貼り札等 １４枚 

４ 保管した広告物の返還に関する事項 

  返還を希望する者は、次の事務担当に申し出ること。 

  事務担当 津市都市計画部都市政策課 

       都市計画・景観担当 

       ＴＥＬ ０５９－２２９－３２９０ 

       ＦＡＸ ０５９－２２９－３３３６ 



津市公告第１号  

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  令和６年１月４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡)  

変更面積 

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

安濃町

清水 
式部 1231番 2,023 141 農地 

農業用施

設用地 

安東町 桐ノ木 340番 3,043 3,043 農地 
農業用施

設用地 

安東町 桐ノ木 341番 3,046 3,046 農地 
農業用施

設用地 

安東町 桐ノ木 342番 3,054 3,054 農地 
農業用施

設用地 

美杉町

奥津 
羽根田 1879番1 243 243 農地 

農業用施

設用地 

美杉町

奥津 
羽根田 1880番1 429 429 農地 

農業用施

設用地 

美杉町

奥津 
羽根田 1882番1 287 287 農地 

農業用施

設用地 

美杉町

奥津 
羽根田 1886番2 1,012 1,012 農地 

農業用施

設用地 

美杉町

奥津 
羽根田 1880番2 535 535 農地 

農業用施

設用地 

 



 

 

津市公告第２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和６年１月９日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

柵工　６６ｍ

技術者要件

特定・一般

同 種 工 事
実 績 要 件

あり

Ｂ

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】

その他

本公告の日から 令和6年1月26日

本公告の日から

令和6年1月31日 午前９時００分

41,626,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和6年1月26日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着令和6年1月26日

無

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 令和6年1月17日

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

工 期

506010902　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

側溝工　１１７ｍ

津市 高茶屋四丁目 地内

津市高茶屋市民センター駐車場整備工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

令和6年1月9日

照明設備工　４基

【地区】

まで

津南工事事務所

令和５年度南市交継第１号

津・香良洲

【格付】

有（令和６年４月以降）

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

令和6年1月22日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年8月26日

表層　３，５５６ｍ２

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和6年1月26日

令和6年1月31日 午前９時２０分

30,572,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年1月9日

側溝工　５９ｍ

照明設備工　４基

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

( 仮称) 安東地区コ ミ ュ ニティ 施設駐車場整備工事

表層　１，３１１ｍ２

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 納所町

令和6年1月17日

令和6年1月22日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年1月26日

無

有（ 令和６ 年４ 月以降）

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年1月26日

販 売 店

入 札 方 法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506010903

令和6年6月24日

土木一式

所在地要件

ま で

津北工事事務所

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

柵工　１２４ｍ

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

プレキャスト擁壁工　２３ｍ

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度北市交継第２ 号

【 地区】

【 地区】



円　 （ 税抜き ）

ま で

営繕課

令和５ 年度営教総継第１ ５ 号

【 格付】

有（ 令和６ 年４ 月以降）

常駐配置（ 専任の監理技術者又は監理技術者補佐と 兼務可）

※上記に係る建築工事等　　一式

現場代理人

令和6年1月22日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和6年10月11日

　躯体改修、厨房機器設備）

契約締結の日から

地 域 ・
格 付 要 件

発 注 業 種

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

建築一式

所在地要件

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

工 期

506010904　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

改修

津市 一志町高野 地内

津市一志学校給食セン タ ー長寿命化改修工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

令和6年1月9日

　（防水改修、外壁改修、内外装改修、塗装改修、

【 地区】

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

ホーム ページにて回答

有

提 出 期 限 令和6年1月17日

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

格 付 要 件

その他要件

【 地区】

同業種の監理技術者（専任配置。ただし監理技術者補佐を専任で配置するときはこの限りでない。）

その他

本公告の日から 令和6年1月26日

本公告の日から

令和6年1月31日 午前９時４０分

117,354,000

・ 配置技術者について、 ３ ヶ 月以上の雇用関係が継続し ている こ と 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

ま で

前 金 払

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

契約保証金

令和6年1月26日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ま で

必着令和6年1月26日

無

外構

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ

主任( 監理) 技術者

市内本店

建設業許可

【 格付】

【 格付】【 地区】



円　 （ 税抜き ）

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（ 一般書留・ 簡易書留に限る ）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和6年1月26日

令和6年1月31日 午前９時５０分

22,750,000

※本市発注工事と は調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、 担当課執行分を 除く 。

・ 本公告に定める 事項以外については、 事後審査型条件付一般競争入札共通事項のと おり と する 。

主任( 監理) 技術者

地 域 ・
格 付 要 件

２級建築施工管理技士（建築）又は同等以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工 事 概 要

工 期

令和6年1月9日

　（防水改修、建具改修、内外装改修）

外構

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津市高茶屋市民セン タ ー改修工事

※上記に係る建築工事等　　一式

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

【 格付】

【 格付】

技術者要件

津市 高茶屋四丁目

令和6年1月17日

令和6年1月22日

ま で

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

本公告の日から ま で

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（ 主任技術者と 兼務可）

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

特定・ 一般

部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

Ｂ

【 地区】

津・香良洲

発 注 業 種

前 金 払

必着令和6年1月26日

無

有（ 令和６ 年４ 月以降）

有

契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上

提 出 期 限

津市役所（ 本庁舎） ７ 階　 入札室

〒514-8799　 日本郵便（ 株） 津中央郵便局 留　 津市役所　 調達契約課 宛

免 除

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（ 津市役所本庁舎７ 階） 　 Ｆ Ａ Ｘ  059－229－3333

令和6年1月26日

販 売 店

入 札 方 法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・ 津市ホーム ページ「 入札・ 契約」

ホーム ページにて回答

506010905

令和6年6月17日

建築一式

所在地要件

ま で

営繕課

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【 格付】

市内本店

建設業許可

【 ﾌ゙ ﾛｯｸ】

改修

　 　 事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

令和５ 年度営市交継第１ ６ 号

【 地区】

【 地区】



津市公告第３号 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）

附則第５条の規定により、同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１８条第１項に基づき、津市農用地利用集積計画を定

めましたので、同法第１９条の規定により公告します。 

  令和６年１月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   



津市公告第４号 

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第６８条第６項、第３７３条第７項及び第４６３条の２７第６項の

規定においてその例によることとされている国税徴収法（昭和３４年法律第１

４７号）第９５条及び第９９条の規定に基づき公告します。 

  令和６年１月１０日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

記 

別紙のとおり 











津市公告第５号 

 次のとおりボートレース津場内接客サービス業務の公募型プロポーザルを実

施するので、公告します。 

  令和６年１月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 業務の概要 

 ⑴ 件名 

   ボートレース津場内接客サービス業務 

 ⑵ 業務内容 

 「ボートレース津場内接客サービス業務仕様書」のとおり 

 ⑶ 提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。） 

   令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの期間における委託業務

の提案見積限度額は、２１６，０７８，０００円（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）とし、年度別の提案見積限度額については、令和６年度

から令和８年度の各期間において次のとおりとします。 

  なお、総額、各年度いずれかでも予算額を上回って提案があった場合は

失格とします。 

令和６年度 金額５３，４４８，０００円以内 

令和７年度 金額８１，３１５，０００円以内 

令和８年度 金額８１，３１５，０００円以内 

※ この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模

を示すためのものであることに留意すること。 

 ⑷ 履行期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※ ただし、履行期間の終期がレース期間の途中となる場合はレース期

間の最終日終了後までの履行とします。 

 ⑸ 担当部署 

   津市ボートレース事業部事業推進課企画広報担当 

   〒５１４－０８１５ 三重県津市藤方６３７番地 

   電話    ：０５９－２２４－５１０６ 

   ＦＡＸ   ：０５９－２２４－９９４４ 

   Ｅ－ｍａｉｌ：224-5106@city.tsu.lg.jp 

 

２ 実施要領等の配布 

実施要領等の配布方法については、津市ホームページからダウンロードす

ることとします。 

ホームページ URL：https://www.info.city.tsu.mie.jp/ 

 



３ プロポーザル実施スケジュール（予定） 

 

４ 参加資格 

 以下の参加資格要件の全てを満たす事業者であることとします。 

⑴ 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合にあ

っては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記

簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書 

エ 印鑑（登録）証明書 

 ⑵ 国税、本社所在地における都道府県税及び市町村税（支店等がこの公募

型プロポーザルに参加及び契約を行う場合は、本店所在地及び支店等所在

地の都道府県税及び市町村税）の滞納がないこと。 

 ⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

実施の公告（実施要領の公表） 令和６年１月１５日（月） 

質問書提出期間 
令和６年１月１５日（月）～ 

令和６年１月２４日（水）１２時００分 

質問回答 令和６年１月２６日（金） 

参加申込（辞退）届、参加資格

書類、及び企画提案書の提出期

間 

令和６年１月１５日（月）～ 

令和６年２月２日（金）１２時００分 

参加資格審査結果通知書の通知 令和６年２月５日（月） 

第１次審査（書類審査） 令和６年２月８日（木） 

第２次審査（プレゼンテーショ

ン及び質疑応答） 
令和６年２月１５日（木） 

審査結果通知 令和６年２月１９日（月） 

契約締結予定日 令和６年２月２９日（木） 



る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

⑷ 本公告日から契約締結までの間において、津市建設工事等指名停止基準

（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けている者でないこと。 

⑸ 入札参加資格審査の申請において、提出された書類の記載事項に虚偽が

ないこと。 

⑹ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基

づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画

が認可された者を除く。 

⑻ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 

５ 審査等に関する事項 

審査については、津市ボートレース津場内接客サービス業務プロポーザル



方式審査委員会（以下「審査委員会」という。）で第１次審査及び第２次審

査を同じ委員で審査を行います。 

第１次審査で書類選考を行い、第２次審査で企画提案書とその内容を説明

するプレゼンテーションを受け、企画提案内容を公正かつ客観的に評価し、

最も優れた企画提案を行った者を契約の相手方となる最優先候補者又は候補

者（以下「最優先候補者等」という。）として選考します。 

なお、最優先候補者は第１次審査の評価は加味せず、第２次審査の評価に

より決定するものとします。ただし、第２次審査の総合計得点が最も高い最

上位者においても合計点の６割に満たない場合は候補者としないものとしま

す。 

⑴ 第１次審査 

提案書の評価、実績評価及び価格評価を行います。提案書の記載内容に

ついて、審査を行い、委員長、副委員長及び委員による提案書の評価、実

績評価及び価格評価を合計し、その合計点数の上位３者について第１次審

査通過者として決定とします。 

第１次審査委員会評価点が同点となり、得点第３位の対象者が複数とな

った場合は、その者のみを対象として審査委員全員で無記名投票を行い、

最も多く得票した者から順に順位を決定し、第３位までを通過者とします。 

無記名投票によっても順位が決まらない場合は、第１次審査委員長が第

３位までの通過者を決定とします。 

 ⑵ 第２次審査 

第１次審査で選考された提案者に対して、提案書等に基づいた提案説明

（プレゼンテーション）及び質疑応答による審査を行います。提案説明及

び質疑応答の評価、実績評価及び価格評価に係る点数を合計し、その総合

計点数の最上位者を当該業務の履行に最も適した候補者として決定するも

のとします。総合計点数が同点の場合は、その者のみを対象として審査委

員全員で無記名投票を行い、最も多く得票した提案業者を優先にすること

とします。また、同票数であった場合は、見積金額の総額が最も低い金額

を見積もった提案業者を優先することとします。さらに、金額も同額であ

った場合は審査委員長が最優先候補者を選定します。 

⑶ 最優先候補者等 

審査委員会にて選定された最優先候補者は、本市と仕様等の協議の上、

本市の決定を受けることにより受注者となります。ただし、最優先候補者



と協議が整わない場合は、最優先候補者に次いで高い評価点を得た提案者

と協議を行うこととします。 

⑷ 契約締結 

受注者は、津市と契約を締結し、受託業務を実施します。契約手続は、

津市契約規則に定めるところによるものとします。 

 

６ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は「ボートレース津場内接客サービス業務実

施要領」によるものとします。 

 

【問い合わせ先】 

津市ボートレース事業部事業推進課 

企画広報担当 

電話    ：０５９－２２４－５１０６ 

ＦＡＸ   ：０５９－２２４－９９４４ 

Ｅ－ｍａｉｌ：224-5106@city.tsu.lg.jp 



津市公告第６号  

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に規定

する地域計画を別紙のとおり定めましたので、同条第８項の規定により公告し

ます。 

 なお、別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課において縦覧に供しま

す。 

  令和６年１月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

   



津市上下水道事業公告第１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和６年１月９日 

 

津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

・当工事の発注者（契約相手方）は「津市長」です。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

津・香良洲

【地区】

【地区】

Ｃ

【格付】

【地区】

【地区】

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市上下水道管理局　上下水道管理課　宛

免 除

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

上下水道管理課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設 計 図 書
等

に 関 す る
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和6年1月22日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津市 片田井戸町

本公告の日から まで

その他要件

同種工事
実績要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）
技術者要件

設計図書
の 閲 覧

令和6年1月9日

組立マンホール工　２箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

片田井戸町地内下水道管移設工事（その２）

令和５年度下工維第７号

・工期については、当該事業に係る繰越手続きが完了後、変更契約を締結する予定です。
（※設計図書特記仕様書参照のこと）

郵 送 先

上下水道管理課契約財産担当（津市上下水道庁舎２階）ＦＡＸ059-237-5819

令和6年1月22日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　津市一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

本公告の日から 令和6年1月22日

令和6年1月25日 午前9時00分

12,317,000

※津市発注工事とは調達契約課又は上下水道管理課発注工事で、担当課執行分を除く。

令和6年1月12日

令和6年1月17日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

津市上下水道庁舎２階　入札室

令和6年3月31日

土木一式

所在地要件

まで

下水道工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管布設工（管径６００ｍｍ）　９１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

公 告 日

工事概要

工 期



津市選挙管理委員会告示第１号 

 津市選挙投票区の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和６年１月９日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 磯 部 憲 夫 

 

   津市選挙投票区の一部を改正する告示 

 津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 表津の部第３８投票区の項中「一身田志登茂（第１～第４）」の次に「、一

身田三幸園」を加える。 

附 則 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を 

公示され、又は告示される選挙について適用する。 

 


